
役務委託業務の最低制限価格の導入について 

 

令和８年４月１日改正 

 

 守山市が入札を行う役務委託業務について、ダンピング防止、品質確保のため、令和８

年４月１日以降に入札公告等を行う一部の業務から最低制限価格を導入します。 

  

１ 対象業務 

 予定価格が100万円を超える下記の業務（随意契約を除く） 

（１） 除草業務（種目番号102） 

①公園の除草 ②道路・河川の除草 ⑳その他 

（２） 剪定業務（種目番号103） 

① 公園・道路の樹木等の剪定 ⑳その他  

※薬剤散布等を除く 

 

２ 最低制限基本価格の算定 

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額（千円未満切捨て）の合計とする。 

（１） 直接工事費の 10 分の９を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費の 10 分の８を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の 10 分の８を乗じて得た額 

（４） 一般管理費の 10 分の３を乗じて得た額 

 

３ 適用日 

 令和８年４月１日以降に入札公告または入札参加指名通知を行う業務から適用する。 

 

４ その他 

 無作為係数の採用、予定価格および最低制限価格の公表は行わない。 


